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要点 

 本改訂は、IFRS に準拠した財務諸表の表示を再開する、または初めて

IFRS に準拠した財務諸表を表示する「激しい超インフレーションから脱し

た企業」にガイダンスを提供している。 

 本改訂に従うと、企業の IFRS 移行日が機能通貨が正常化された日以降

である場合、企業は IFRS 開始財政状態計算書において、機能通貨が正

常化された日より前に所有していたすべての資産および負債を IFRS 移行

日現在の公正価値で測定し、その公正価値をみなし原価として使用するこ

とを選択できる。 

 機能通貨が正常化された日が 12 ヶ月の比較期間の中である場合、完全

な 1 組の財務諸表がこのようなより短い比較期間を対象に提供されると仮

定すると、比較期間は 12 ヶ月未満になることがある。 

 この免除規定を利用する企業は、機能通貨がどのように、そしてなぜ激し

い超インフレーションに陥ったかの状況、およびその状態の終了を導いた

状況を記載しなければならない。 

 本改訂は 2011 年 7 月 1 日以降開始する事業年度より発効し、早期適用

が認められる。 

 
 
 
改訂 
2010 年 12 月 20 日、国際会計基準審議会（IASB）は IFRS 第 1 号の「激しい

超インフレーション」の改訂（「本改訂」）を公表した。本改訂は IFRS に準拠した

財務諸表の表示を再開または初めて IFRS に準拠した財務諸表を表示する、

激しい超インフレーションから脱した企業にガイダンスを提供している。 
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激しい超インフレーション 
以下の2つの特徴を有している場合、超インフレーション経済下の通貨は「激しい超インフレーション」に陥って

いる。 

・当該通貨での取引および残高を有するすべての企業が、信頼性のある一般物価指数を利用できない。 

・当該通貨と比較的安定した外貨との間の交換可能性がない。 

「機能通貨が正常化された日」とは、上記 2 つの特徴のどちらかまたは両方がもはや存在せず、したがって通

貨がもはや激しい超インフレーションに陥っていないとき、または企業の機能通貨が激しい超インフレーション

に陥っていない通貨に変更されたときである。 

本改訂は、企業の IFRS 移行日が機能通貨が正常化された日以降である場合、企業は IFRS 開始財政状態

計算書において、機能通貨が正常化された日より前に所有していたすべての資産および負債を IFRS 移行日

現在の公正価値で測定し、その公正価値をみなし原価として使用する選択ができる免除規定を IFRS 第 1 号

「国際財務報告基準の初度適用」に追加する。 

 

見解 
公正価値をみなし原価として使用するこの免除規定は、機能通貨が正常化された日より前に保有していた資

産および負債に対してのみ適用されなければならず、IFRS 移行時に企業が保有しているその他の資産およ

び負債には適用してはならない。さらに、親会社の機能通貨が激しい超インフレーションに陥っているが子会

社の機能通貨が陥っていない場合、子会社はこの免除規定を適用できない。 
 
 
 
この選択から生じるすべての修正は、IFRS 移行日に資本に直接認識され、企業は、どのように、そしてなぜ

激しい超インフレーションに陥っていた機能通貨を機能通貨としたか、および、その後に、どのように、そしてな

ぜ機能通貨とすることを中止したかについての説明を添付しなければならない。 
 
機能通貨が正常化された日が 12 ヶ月の比較期間の中である場合、（IAS 第 1 号 10 項により要求されるよう

な）完全な 1 組の財務諸表がこのようなより短い比較期間を対象に提供されると仮定すると、比較期間は 12
ヶ月未満になることがある。企業は IFRS 第 1 号 22 項に従って、IFRS 非準拠の比較情報および過年度の要

約の開示が財務諸表の利用者にとってより有用な情報を提供することとなるかどうかを企業は検討すべきで

ある。 
 
 
発効日 
本改訂は 2011 年 7 月 1 日以降開始する年度より発効し、早期適用が認められる。 
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